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知事コメント

（関与取消訴訟に係る最高裁の判決について）

本日、地方自治法第251条の５に基づく違法な国の関与

の取消請求事件の判決が最高裁判所において言い渡され、

原判決の破棄等を求める県の上告が棄却されました。

しかしながら、５名の裁判官のうち、２名が反対意見を

述べており、全裁判官一致の判決ではありませんでした。

県としましては、埋立対象区域に軟弱地盤が存在し、当

初の埋立承認を受けた「設計ノ概要」の内容により埋立工

事を遂行することが客観的に不可能という特段の事情が認

められ、事業を遂行することができるか否か不確定な段階

において、相当のサンゴの死滅を伴う特別採捕許可の必要

性を認めるに至らないとする県の判断には合理性があると

主張して参りました。

しかしながら、最高裁判所は、このような県の主張を退

け、サンゴ特別採捕の必要性について、沖縄防衛局は、公

有水面埋立法上、本件埋立事業のうち本件軟弱地盤区域外

における埋立に関する工事である本件護岸工事を実施し得

る地位を有しており、本件護岸工事により死滅するおそれ

があるサンゴ類を避難させるべく本件水域外の水域に移植

する必要があったというほかはないと判示し、結果として

農林水産大臣の是正の指示が適法であることを認めており

ます。
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一方、２名の裁判官は、反対意見を述べており、そのう

ち行政法学者である宇賀克也裁判官は、「本件変更申請が

拒否されることになれば、本件サンゴ類の移植は無駄にな

るばかりか、移植されたサンゴ類の生残率は高くないこと

などから、水産資源の保護培養という水産資源保護法の目

的に反する」とした上で、「本件護岸工事という特定の工

事のみに着目して本件各申請の是非を判断するとすれば、

『木を見て森を見ず』の弊に陥り、特別採捕許可の制度が

設けられた趣旨に反する結果を招かざるを得ないと思われ

る」とし、県の必要性に関する主張に沿った意見を述べて

います。

また、宮崎裕子裁判官は、埋立を行うためには変更承認

を受ける必要があることが明らかとなっているのであるか

ら、本件埋立承認においてなされた、環境保全等につき十

分配慮されたものであるという公有水面埋立法４条１項２

号の要件適合性の判断は実質的には無意味なものになって

いると考えざるを得ないと、意見を述べています。

これらのことから、最高裁の判決では上告棄却という結

果ではあったものの、県の主張を認めた画期的な反対意見

が付されており、これまで県が主張してきたことは、行政

法の観点から合理的であり正当性があるものであることを

確信いたしました。

今般の農林水産大臣の指示は、審査中の個別の申請に対

し、沖縄県知事が判断する前に大臣が具体的に許可を命ず

るものであり、これは法令で知事に与えられた権限を奪う

ことになるという点で、地方公共団体の自主性及び自立性

が著しく制約されることになると考えております。
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辺野古新基地建設問題について、私は、かねてから、対

話による解決の必要性と重要性を繰り返し述べてきたとこ

ろであり、政府に対しては、辺野古新基地建設問題の解決

に向け、県との対話に応じるよう粘り強く求めてまいりま

す。

また、今後も沖縄県における基地負担の現状や辺野古新

基地建設問題などについて、広く周知を図り、問題解決

に向けた国民的議論の機運醸成に取り組むなど、様々な

取組を通じて公約実現に全力で取り組んでまいります。

引き続き、県民、国民の皆様の御理解と御協力をお願

い申し上げます。

令和３年７月６日

沖縄県知事 玉城 デニー


